


 

 

別表十二（三）の記載の仕方 

 
１ この明細書は、青色申告書を提出する法人で本邦の

周辺の水域において石油又は可燃性天然ガスの採掘の

事業を営むものが、平成11年改正措置法附則第27条第

３項((((海洋油田・ガス田廃鉱準備金に関する経過措

置))))の規定によりなおその効力を有するものとされ

る平成11年改正前の措置法第55条の６((((海洋油田・ガ

ス田廃鉱準備金))))の規定の適用を受ける場合に記載

します。 

２ 「(4)×
   
144

 ５」の分子の空欄には、当期の月数を

記載します。 

 なお、当期が特定設備を最初に事業の用に供した事

業年度である場合には、供用日から当該事業年度終了

の日までの期間の月数とし、当期が特定設備を事業の

用に供しなくなった事業年度である場合には、当該事

業年度開始の日から供しなくなった日までの期間の月

数を記載します。 

 

 


